
発達障害者支援施策関係資料  
～平成20年度予算の概要～   
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○発達障害の定義と発達障害への理解の促進  

○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進  

○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保  

Ⅱ 概 要  

定義：発達障害＝広汎性発達障害（自閉症等）、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、  
通常値年齢で発現する脳機能の障害  

就学中（学童期等）  就学前（乳幼児期）  就学後（青壮年期）  

○早期の発達支援  

○乳幼児健診等に   

よる早期発見  

○就学時健康診断における発見  

○適切な教育的支援・支援体制の   

整備  

○放課後児童健全育成事業の利用  

○専門的発達支援   

○発達障害者の特性に応じた   

適切な就労の機会の確保  

○地域での生活支援  

○発達障害者の権利擁護  

発達障害者支援センター 専門的な医療機関の確保（都道府県）  

を有する人材確保 調査研  門的知  （国）  1   
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課 題   
平成20年度施策   

2．1億 1地域支援体制の確立 ●支援ネットワークの形成     の発達障害者支援体制整備事業（円）   発達障害者の検討委員会を設置（都道府県）、個別支援計画の作成（市町村）等行うことにより、支援の体制を構築  
●全県的な相談支援の     虐）発達障害者支援センターの設置、運営（地域生活支援事業の内数）   

充実   発達障害者やその家族などに対して、発達障害に関する相談支援、発達支援、就労支援及び情報提牒などを実施  

如）③子どもの心の診療拠点病院機構推進事業（母子保健医療対策等総合支援事業の内数）  

様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県土或における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福  

祉機関等と連携した支援体制の構築を因るための事業を実方軋  

2 支援手法の開発  伺）発達障害者支援開発事業（5．2億円）  

先駆的な発達障害者支援の取り組みをモデル白勺に実践し、その分析・検証を通じて有効な支援手法を開発・確立（全国20箇所程度）  

新）⑤青年期発達障害者の地域生活移行への就労支援に関するモデル事業（43百万円）  

地土或での職業生活を含めた自立生活を実現するための就労支援体制のサービスモデルを確立  

3 就労支援の推進  
偏）若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの推進（85百万円）  

ハローワークにおいて、発達障害等の求職者について、きめ細かな就労支援を実施するとともに、専門支援機関である地域障害  

者職業センター及び発達障害者支援センターにおいて、発達障害に対する専門的な就労支援を効果的に実施  

事業（12百万円）  

発達障害者支援センターにおいて、発達障害者支援関係者に対し、就労支援ノウハウの付与のための講習会及び体験交流会実施  

偏）発達障害者に対する臨業訓練の推進（106百万円）  

一般の職業能力開発校において、発達障害者対象職業訓練コースを設置するモデル事業を実施し、職業訓練機会の充実を図る  

4 情報提供・普及啓発  β）発達瞳害情報センター（49百万円）  

発達障害に関する知見を集積し、全国にインターネット等により情報提供・普及啓発を図る  

5 専門家の育成  ㈹発達障害研修事業（18百万円）  

小児医療、精神医療、療育の3分野について、発達障害支援に携わる職員に対する研修を行い、各支援現場における対応を充実  
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1地域支援体制の確立   ①発達障害者支援体制整備事業  

発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を  

行うため、都道府県・指定都市に発達障害の検討委員会を設置するとともに、圏域におい  

て個別支援計画の作成等を行うことにより、支援の体制整備を構築する。  
（※）文部科学省の実施する「発達障害等支援t特別支援教育総合推進事業」と協働して  

実施する。  

（文部科学省）  （厚生労働省）   

都道府県等  特別支援教育センター  発達障害者支援センター   

関係機関等連携協議会の設置  

特別支援教育コーディネー  

ターの研修、専門家チーム  
の設置等   

・検討委員会の設置  

・理解の促進の実施  

圏 域  



1地域支援体制の確立   ②発達障害者支援センター運営事業  

各都道府県・指定都市に設置する発達障害者支援センターにおいて、発達障害者または  
その家族などに対して、相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供などを行う。  

都道府県・指定都市  関係機関等   
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1地域支援体制の確立   ③子どもの心の診療体制の整備  

中央拠点病院  
・点病院に  

対する支援  

・医療の均てん化推進  

・専門家派遣  

・研修  

・調査研究  

・情報収集・提供、普及啓発   

都道府県拠点病院  

情報提供  

技術支援  

講習会開催   

専門家派遣 



2 発達障害者の支援手法の開発   ④発達障害者支援開発事業  

国に発達障害者施策検討会、都道府県・指定都市（全国20箇所程度）に企画・推進委員  

会を設置し、発達障害者、その家族、関係者に対する支援方策をモデル事業として実施し  
（市町村、社会福祉法人等に委托可）、それを評価■分析して発達障害者への有効な支援  

手法を開発・確立する。  

一
国
 
仙
 
 

発達障害者施策検討会   
・支援手法開発の総括   

（企画・編集連絡会）  
・モデル事業の企画の提案  

都
道
府
県
・
指
定
都
市
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2 発達障害者の支援手法の開発  
⑤青年期発達障害者の地域生活移行への就労支援に関するモデル事業（新規）  

リハセンターを中心に国立秩父学園、職リハと協力のもとに中等教育卒業者等就労が  
困難な青年期発達障害者を対象として、地域での職業生活を含めた自立生活を実現す  
るための就労支援体制のサービスモデルを確立し、全国へ発信する。  

秩父学園発達診療所  

外来通院中の青年期  

発達障害者  

20～22年度（3ケ年）   




